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第４６回社労士試験【選択式】労基法　空欄Ａ
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＜６科目 究極ＦＩＮＡＬチェック！ 労基法-Ｎｏ.36＞
 
36. 年次有給休暇付与の要件になっている出勤

率の算定にあたり、例えば労働者が使用者から

正当な理由なく就労を拒まれたために就労する

ことができなかった日は、全労働日に（①含ま

れる ②含まれない）。 

（解答 ①含まれる）

第４６回 社労士試験 問題 
〔選択式〕 労基法・安衛法 【空欄Ａ】 
 
１ 〔前略〕前年度の総暦月の中で、就業規則や

労働協約等に定められた休日以外の不就労日の

うち、労働者の責めに帰すべき事由によるとは

といえないものは、不可抗力や使用者側に起因

する経営、管理上の障害による休業日等のよう

に当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入

するのが相当でなく全労働日から除かれるべき

ものは別として、上記出勤率の算定に当たって

は、出勤日数に算入すべきものとして全労働日

に Ａ と解するのが相当である。〔以下略〕

（解答  Ａ  → ⑯含まれるもの）


